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柏野学区では，「災害に強いまち」を目指して「防災まちづくり」の取組を進めています。

その取組の一環として，緊急車両の円滑な通行や災害時の安全な避難経路を確保することを

目的に，地権者の方や近隣住民の方，地域が協力しながら，御前通の一部（西土居町）の拡幅

整備に向けて取組んできました。 

この度，平成 28 年３月に拡幅整備が完了しましたので，ご報告いたします。 
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御前通の一部が拡幅整備されました！ 

計画区域 

H27 

H28 

H29.3 

H29.1～2 

H28.9～10 

裏面もご覧ください 

御前通の拡幅整備までの流れ 

地権者と地域で防災性を高める 
取組の必要性や想いを共有 

防災上の課題の確認・共有 

土地の活用等に関する 

情報の把握 

 

拡幅に向けた関係権利者 

及び沿道住民の合意形成 

道路拡幅工事 

工事完了 

§§ 柏野学区防災まちづくり委員会より §§ 
 
地権者のみなさま，近隣町内の住民のみな

さまの多大なるご協力により，柏野学区で長

年の課題になっていた御前通の狭隘区間の

拡幅が実現できました。あらためて厚く御礼

申し上げます。 

多くの学区民のみなさまに，まち歩きやワ

ークショップに参加いただき，ご意見いただ

いたことを，一つ実現することができまし

た。学区民のみなさまの参加や情報提供が，

こうした道路拡幅の実現には不可欠です。こ

れからも，防災まちづくり委員会への参加

や，「町内でまとまった開発があるよ」といっ

た情報をお寄せいただくことが，拡幅などに

つながっていきます。さらなるご協力をよろ

しくお願いいたします。 

拡幅整備後 

 

拡幅整備前 

防災まちあるき 住民意見交換会 
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平成 28 年度は，「防災まちづくり」に関するアンケート調査

やその調査結果の報告会を実施しました。 

平成 29 年度は，これまでの取組を踏まえ，まちの将来像や継

続的に「防災まちづくり」を進めていくための目標や方針を盛り

込んだ計画づくりに取組みますので，ご参加・ご協力をお願いし

ます。 

（編集・発行人）柏野学区自治連合福祉協議会  会 長 中嶌 重男  

 

今後の予定 

御前通の拡幅整備の取組は，地域が早い段階で土地の活用等に関する情報を把握し，

地権者と地域が防災性を高めることの必要性や想いを共有しながら，京都市の支援制度

も活用することで，実現に結び付けることができました。 

今回の経験を生かして，今後も実績を積み重ねていきます。住民の皆さまには，早い

段階での情報把握や，取組に対するご意見・アイデア等のご協力をお願いします。 

御前通の拡幅整備のほかにも， 

まちの防災性を高める取組を進めていきます！ 

【防災みちづくりモデル事業】      
・幅員４ｍ以上の道路に拡幅整備する費用を補助します。 

【補助額】工事費用の 100％ 
 

【緊急避難経路整備事業】 

・袋路の２方向避難のための緊急避難扉設置等の避難を

補助します。 【補助額】上限３０万円 

行き止まりの 

路地から安全に

避難したい 

道を広げたい 

 

地震や火事に 

強い家にしたい 

【木造住宅耐震診断士派遣事業】      

・木造住宅(昭和 56 年以前建築)を対象に，無料で専門家

を派遣し，耐震診断を実施します。 
 

【木造住宅耐震改修助成事業ほか】 

・古い木造住宅の耐震改修費用を補助します。  

※問合せ先：京(みやこ)安心すまいセンター  TEL:075-744-1631  

交差点の角地や

沿道の一部を 

ポケットパーク

にしたい 

危険なブロック

塀を改善したい 

【老朽木造建築物除却事業】 

・古くなった木造建築物の除却に要する費用を補助します。 

【補助額】上限６０万円 
 
【まちなかコモンズ整備事業】      
・防災ひろばを整備するための費用を補助します。 

【補助額】建物の除却：上限 100 万円 

ひろばの整備：上限 200 万円 
 

【危険ブロック塀等改善事業】 

・老朽ブロック塀の除却とその整備費用を補助します。 

 【補助額】除却費：11,600 円/㎡ 

      塀の新設：8,900～14,700 円/㎡ 

支援制度に関する問合せ先：京都市都市計画局まち再生・創造推進室(密集市街地・細街路対策担当) 

           TEL:075-222-3503 

アンケート報告会の様子 

み
ち
の
対
策 

い
え
の
対
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ま
ち
の
対
策 

地域で取り組んで 

いきたいこと 
取組に対する市の支援メニュー 

老朽化した危険

な建物を除却 

したい 


